
実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

具体的な
取組

実施内容
（計画上の記載）

進捗管理項目 実施状況
取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

人が集まる場所で活動
を周知

社会貢献活動を周知
するため、イベントへの
ブース出展を行う。
（３ブース×１回）

・12月4日に第23回人権ふれ
あいフェスタにおいてNPOの
啓発を行うブース出展を実施

×　取組目標ど
おり取り組めて
いない

・ブース訪問者にはNPOに
関心を持ってもらうことがで
きたが、訪問者が少なく、広
く周知することが必要

・社会貢献活動の周知とし
てマスメディアやソーシャル
メディアを活用した方法を
検討する。

・第24回人権ふれあいフェ
スタにおいてNPOの啓発を
行うブース出店を計画する
ほか、他のイベントでの出
店を検討する。

社会貢献活動の周
知の取組は十分で
なく、マスメディア
やソーシャルメディ
アを活用した取組
が必要

ＮＰＯセンター

市町村との連携による
情報提供

必要に応じて適宜市
町村への情報提供を
行う。

・イベントや研修情報などを適
宜市町村に情報提供

△　概ね取組目
標どおり

・センターの情報を市町村
の関係者に周知してもらう
方法の検討が必要

・県と連携し、市町村の広
報ツールを活用した社会貢
献活動の広報活動を実施

・継続的にイベントや研修
情報などを適宜市町村に
情報提供

市町村による社会
貢献活動の周知は
十分ではなく、周知
に取り組めるような
支援や働きかけが
必要

ＮＰＯセンター

②
経済団体等
と連携した
人材の確保

ＮＰＯセンターでは、これまで、
企業・ＮＰＯパートナーシップ委
員会や企業市民セミナーなどを
通じて、事業者等に社会貢献活
動の情報を提供してきました。
こうした取組に加えて、経済団体
等と連携して、より多くの事業者
や社員の方に社会貢献活動の
取組等を周知することで、社会
貢献活動に参加しやすい環境を
つくります。

経済団体等を通じた
社会貢献活動の周知

・広報パンフレットを作
成し、経営団体等を通
じて事業者等に社会
貢献活動を周知する。

・ピッピネットをリニュー
アルする。

×　取組目標ど
おり取り組めて
いない

・経営者団体に定期的に情
報提供を行うルートを構築
することが必要

・県と連携し、経営者団体
への広報ルートの検討を実
施

・経営者団体が必要する社
会貢献活動に関する情報
を内容を検討

経営者団体が必要
する社会貢献活動
に関する情報を内
容を検討し、経営
者団体への広報
ツールの検討や
ルートの確立が必
要

ＮＰＯセンター

③
教育・研究
機関と連携
した次世代
の担い手育
成

ＮＰＯセンターは、これまで教育・
研究機関向けに、高校生や大学
生を対象としたナツボラを実施
し、若年層への社会貢献活動の
普及に努めてきました。
今後も、教育・研究機関（高校や
大学など）を通じて、ナツボラを
周知することにより、若年層が社
会貢献活動に気軽に参加できる
気風づくりを行います。

教育・研究機関を通じ
たナツボラの周知

高校、大学などを通じ
てナツボラの周知を行
い、これまで以上に参
加者を増やす。

【NPOセンター】
・ナツボラの実施
　受入団体：62団体
　プログラム数：70事業
　のべ参加者数：990名

【私学・大学支援課】
高知県立大学及び高知工科
大学において、学生が自由に
落ち帰ることができる各種刊
行物配布用の棚にナツボラの
冊子を置き、周知に協力し
た。

【高等学校課】
・県社会福祉協議会を通じて
送られるナツボラについて、
各校に対して生徒への周知
を依頼した。

【NPOセンター
】
○取組目標どお
り

【私学・大学支
援課】
周知：○
参加者増：評価
不能

【高等学校課】
△　概ね取組目
標どおり

【NPOセンター】
・新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、受入中止とする
団体も多く見られたが、昨年度
以上に参加者、受入事業とも増
加した。
・受入団体の無い市町村に、受
け入れ拡大を図ることが必要

【私学・大学支援課】
ボランティア活動に興味がある
学生にとっては、県内にどのよう
な活動があるのかを知る手がか
りとなる。

【高等学校課】
・感染症等の影響がありながら
も、ナツボラをきっかけとしたボ
ランティア活動への参加希望者
が増えている。

【NPOセンター】
・受入団体及び市町村の拡
大
・受入団体のボランティア
コーディネーションの知識と
ノウハウの習得支援

【私学・大学支援課】
特になし

【高等学校課】
・家庭科・看護科・福祉科と
もに、地域社会での共生を
取り上げる分野があり、３教
科の教員とともに、どのよう
にして生徒に自分事として
捉えさせられるか考えてい
きたい。

【NPOセンター】
・ナツボラの実施
　７月２０日～８月３１日予定
　受入団体：　８３団体
　プログラム数：　９７事業

【私学・大学支援課】
引き続き、学生が自由に持
ち帰ることができる各種刊
行物配布用の棚にナツボラ
の冊子を置き、周知に協力
する。

【高等学校課】
・県社会福祉協議会を通じ
て送られるナツボラについ
て、各校に対して生徒への
周知を依頼した。

【NPOセンター】
新型コロナウイルス
の感染が落ちつく中
で、徐々に参加者が
増大。県各課や大学
と連携した継続的な
取組が必要

【私学・大学支援課】
周知：○
参加者増：評価不能

【高等学校課】
・ナツボラをきっかけ
に、ボランティア活動
への参加希望者が
増えているが、希望
先が集中し、実際の
活動につながってい
ないこともある。

ＮＰＯセンター

県（私学・大学支
援課、高等学校

課）

大学

（別紙調査票）

第４次社会貢献活動支援推進計画に基づく支援策の令和４年度の実績及び令和５年度の実施状況
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施
項
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成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　
１
　
人
材
育
成
と
確
保①
社会貢献活
動を知って
もらう取組

ＮＰＯセンターは、これまで実施
してきた取組に加えて、多くの人
が集まる場所で社会貢献活動を
周知する取組や、市町村と連携
した情報提供を行うことなどによ
り、県民が社会貢献活動に参加
しやすいきっかけをつくります。

・会員数が増加し
たＮＰＯ法人20％

・ボランティア行動
者率の増加
　[R3：26.0％]
(H28：22.6％)

・ナツボラの参加高
校15校、参加者延
べ1,200人
(H29：９校、延べ
920人)

　　基本方針Ⅰ　社会貢献活動団体への支援の充実

資料１
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資料１

　
１
　
人
材
育
成
と
確
保

④
研修の改善

ＮＰＯセンターでは、これまで実
施してきた研修を引き続き行うと
ともに、これまで研修を受講でき
なかった方々や、新しくＮＰＯの
会員になった方々が、必要な時
に研修が受けられるように、イン
ターネットを活用した動画による
講座の配信を行うなど、研修場
所や時間に関係なくスキルアッ
プできる仕組みをつくります。

研修の動画配信
研修の動画配信に向
けた方法を検討する。

NPOフォーラムや経営研究会
等をZOOM等を活用して動画
配信

○　取組目標ど
おり

・各種研修のオンライン開
催又はハイブリット開催によ
り、所在地による距離的ハ
ンディに対応した研修の実
施ができた
・オンライン開催と集合型開
催の利点等の分析

・オンライン開催と集合型開
催の利点等を分析して研修
を開催

・研修の目的や効果を検討
し、動画配信の検討を進め
て行く。

・会員数が増加し
たＮＰＯ法人20％

・ボランティア行動
者率の増加
　[R3：26.0％]
(H28：22.6％)

・ナツボラの参加高
校15校、参加者延
べ1,200人
(H29：９校、延べ
920人)

研修内容に応じて
動画やオンラインを
活用した研修を継
続的に実施するこ
とが必要

ＮＰＯセンター

　
２
　
財
政
基
盤

①
ＮＰＯ法人
の会計基準
の普及

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯ法人の
会計報告の質を高め、活動実態
がよりわかりやすいものとなるよ
う、ＮＰＯ法人会計基準の普及を
推進します。

ＮＰＯ法人会計基準の
普及の推進

NPO向けの会計研修
を開催する。

・NPO法人の設立・運営相談
対応の際に会見基準を説明
して周知
・NPO実務講座会計初級編
の開催（7月2日開催、１５名参
加）

○　取組目標ど
おり

・事業報告等の相談の際に
個別に会計支援ができてい
る
・講座を通じて会計の基礎
知識の習得を支援できてい
る

・継続して相談支援、講座
開催を実施

・NPO法人の設立・運営相
談対応の際に会見基準を
説明して周知

継続的に研修や相
談対応を行うこと
で、会計基準の導
入が図られており、
継続的な取組が必
要

ＮＰＯセンター

②
ＮＰＯに対
する補助、
助成等の情
報提供

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯが、活動
資金を確保できるように、国や県
の補助金、民間等の助成金の情
報を整理し、ホームページ等に
より情報提供します。

ＨＰ等による補助金、
助成金の情報提供

ピッピネットを活用し、
補助金、助成金等の
情報発信を適宜行う。

・ピッピネット及びピッピニュー
ス（毎月発行）を通じて情報提
供

○　取組目標ど
おり

・定期的に助成金情報の提
供ができている
・助成金申請等への個別相
談にもつながっている

・継続して助成金情報を提
供

・ピッピネット及びピッピ
ニュース（毎月発行）を通じ
て情報提供

タイムリーな情報発
信に取り組めてお
り、継続的な取組
が必要

ＮＰＯセンター

③
認定ＮＰＯ
法人への移
行促進

ＮＰＯセンターは、認定ＮＰＯ法
人のメリット（税制優遇等）等を広
く周知し、寄附の増加を目指す
認定ＮＰＯ法人への移行を支援
します。

認定ＮＰＯ法人のメリッ
ト等の周知

認定NPO法人ミーティ
ングを開催する。

・NPO法人の設立・運営相談
対応の際に認定NPO法人制
度を説明して周知
・認定NPO法人ミーティングの
開催（１１月１７日開催）

○　取組目標ど
おり

・設立相談の際に個別に認
定NPO法人の基礎知識を
伝えることができている。
・認定を目指すNPO法人に
対して、要件を満たせるよう
に助言ができている。
・認定NPO法人同士の情報
交換の場を設けることがで
きている。

・継続して相談支援、認定
NPO法人の情報交換の場
を設定

・NPO法人の設立・運営相
談対応の際に認定NPO法
人制度を説明して周知
・認定NPO法人ミーティング
の開催

認定NPO法人の認
定に向けた相談対
応に取り組めてお
り、継続的な取組
が必要

ＮＰＯセンター

・ＮＰＯ法人の財政
規模の拡大

　外部資金を
　得るＮＰＯ法
　人が20％増加
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資料１

　
２
　
財
政
基
盤

財政基盤の強化につ
ながる研修の実施

ファンドレイジングセミ
ナーを開催する。

・ファンドレイジングセミナーの
開催（３月４日開催、１１名参
加）

○　取組目標ど
おり

・セミナーを通じてファンド
レイジングの基礎知識やノ
ウハウの習得を支援できて
いる。
・NPOに対してファンドレイ
ジングへの関心を高めるこ
とが必要

・セミナーの継続開催
・ファンドレイジングセミナー
の開催

NPOに対してファン
ドレイジングへの関
心を高める取組が
必要

ＮＰＯセンター

専門家の派遣
・資金調達に関するア
ドバイザーの派遣
【年4回実施】

・ファンドレイザーの派遣
　3団体に6回派遣

○　取組目標ど
おり

・専門家派遣により組織の
見直し等につなげている

・専門家派遣の継続
・ファンドレイザーの派遣
　（実施団体の募集中）

専門家派遣の実施
により資金獲得に
向けた取組の見直
しや拡充が図られ
ており、継続的な実
施が必要

ＮＰＯセンター

⑤
ＮＰＯへの
寄附の促進

ＮＰＯセンターは、事業者や県民
の方々がＮＰＯに関心を持てるよ
うに、活動の周知を行い、寄附の
増加につなげていきます。

事業者や県民への社
会貢献活動内容の周
知

・広報パンフレットの作
成し、経営団体等を通
じて事業者等に社会
貢献活動を周知する。

・ピッピネットを活用し、
社会貢献活動につい
て適宜情報発信を行
う。

・ピッピネットをリニュー
アルする。

・ピッピネット、広報誌（年３
回）、SNS等を通じて、NPOの
情報を発信

○　取組目標ど
おり

・ボランティア・NPO総合情
報サイトとしてピッピネットか
ら団体情報、イベント情報
等の様々な情報発信がで
きている
・ピッピネット及びNPOの更
なる周知が必要

・ピッピネットの継続的な情
報発信の充実
・ネット広告等を活用した
ピッピネットの周知

・ピッピネット、広報誌（年３
回）、SNS等を通じて、NPO
の情報を発信

社会貢献活動の周
知の取組は十分で
なく、マスメディア
やソーシャルメディ
アを活用した取組
が必要

ＮＰＯセンター

・NPO法人に必要な研
修を系統立てる

それぞれのNPOの状
況に応じた、段階的な
研修体系の構築を目
指す。

・NPO基礎講座の開催
　１１月２５日開催　５名参加
・NPO実務講座の開催
①会計初級編
　７月２日開催、１５名参加
②税務編
　７月３０日開催、１８名参加
③法務
　７月１１日開催　１１名参加
④労務編
　７月１１日開催、１６名参加
・NPO経営研究会
　１１月９日、１２月７日、１月１
３日開催、実参加者２３名

○　取組目標ど
おり

・NPOの実務、経営の知識
やノウハウの習得、NPO同
士の情報交換の場を設ける
ことができている
・参加者を増加させるため
の企画と参加呼びかけが必
要

・NPOの実態とニーズに
合った研修企画と参加の呼
びかけ

・NPO基礎講座の開催
・NPO実務講座の開催
①会計初級編　７月１５日
②税務編　７月２９日
③法務　７月２９日
④労務編　７月７日
・NPO経営研究会　１０月頃
・デジタル化はじめの一歩
講座　８月２９日

NPO法人の課題に
応じた研修を体系
的に実施できてお
り、継続的な取組
が必要

ＮＰＯセンター

・研修の動画配信
（再掲）

研修の動画配信に向
けた方法を検討する。

研修をZOOM等を活用して動
画配信（こうちNPOフォーラム
など）

○　取組目標ど
おり

・各種研修のオンライン開
催又はハイブリット開催によ
り、所在地による距離的ハ
ンディに対応した研修の実
施ができた
・オンライン開催と集合型開
催の利点等の分析

・オンライン開催と集合型開
催の利点等を分析して研修
を開催

・研修の目的や効果を検討
し、動画配信の検討を進め
て行く。

研修内容に応じて
動画やオンラインを
活用した研修を継
続的に実施するこ
とが必要

ＮＰＯセンター

④
財政基盤の
充実に向け
た取組の強
化

ＮＰＯセンターは、ＮＰＯの財政
基盤の強化につながるような研
修や、専門家の派遣を充実しま
す。

・ＮＰＯ法人の財政
規模の拡大

　外部資金を
　得るＮＰＯ法
　人が20％増加

　
３
　
研
修
・
広
報
・
大
学
と
の
連
携
等

①
研修や相談
窓口の充実

ＮＰＯセンターは、条例におい
て、社会貢献活動を推進するた
めの拠点センターとして位置づ
けられ、ＮＰＯに関する研修や、
専門家派遣、相談対応などに取
り組んできました。
この計画においては、これまで
行ってきたＮＰＯ法人の立ち上
げ支援や、スキルアップ、事業の
拡大に必要な研修を、目指す
テーマに応じたコースに系統立
てるとともに、誰もが、必要な時
に研修が受けられるよう、イン
ターネットを活用した動画による
講座を実施するなどの方法を検
討するとともに、専門家の派遣を
拡充するなど相談支援の充実を
目指します。

・ＮＰＯ法人の増加
[R5：370法人]
(H29：332法人)

・社会貢献活動団
体と地域活動の
マッチング
［年５件］
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実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

具体的な
取組

実施内容
（計画上の記載）

進捗管理項目 実施状況
取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

第４次社会貢献活動支援推進計画に基づく支援策の令和４年度の実績及び令和５年度の実施状況

ＮＰＯセンター…高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

令和４年度 令和５年６月末時点

行　動　計　画　（Ｐ） 評価　（Ｃ）実
施
項
目

取組目標
令和５年度の取組実績と

今後の予定
成果目標
（令和５年度）

成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　　基本方針Ⅰ　社会貢献活動団体への支援の充実

資料１

①
研修や相談
窓口の充実

ＮＰＯセンターは、条例におい
て、社会貢献活動を推進するた
めの拠点センターとして位置づ
けられ、ＮＰＯに関する研修や、
専門家派遣、相談対応などに取
り組んできました。
この計画においては、これまで
行ってきたＮＰＯ法人の立ち上
げ支援や、スキルアップ、事業の
拡大に必要な研修を、目指す
テーマに応じたコースに系統立
てるとともに、誰もが、必要な時
に研修が受けられるよう、イン
ターネットを活用した動画による
講座を実施するなどの方法を検
討するとともに、専門家の派遣を
拡充するなど相談支援の充実を
目指します。

・専門家派遣の充実
年２回、４団体にファン
ドレイザーを派遣す
る。

・ファンドレイザーの派遣
　3団体に6回派遣
・デジタル化専門家派遣
　２団体４回派遣

○　取組目標ど
おり

・専門家派遣により組織の
見直し等につなげている

・専門家派遣（ファンドレイ
ザー、デジタル化専門家）
の継続

・ファンドレイザーの派遣
　（実施団体の募集中）
・デジタル化専門家派遣
　（実施団体の募集中）

NPO法人の課題に
応じた個別的な支
援が一定できてい
るが、多様な課題
に応じれるように専
門家派遣の拡充が
必要

ＮＰＯセンター

②
社会貢献活
動の理解に
つながる広
報の充実

ＮＰＯセンターは、社会貢献活動
を県民に積極的に発信し、活動
への理解を深めることで、社会貢
献活動団体が行う活動への応援
が得られるようにします。

・県民への社会貢献活
動の情報発信

・広報パンフレットを作
成し、経営団体等を通
じて事業者等に社会
貢献活動を周知する。

・ピッピネットを活用し、
社会貢献活動につい
て適宜情報発信を行
う。

・ピッピネットをリニュー
アルする。

・ピッピネット、広報誌（年３
回）、SNS等を通じて、NPOの
情報を発信

△　概ね取組目
標どおり

・ボランティア・NPO総合情
報サイトとしてピッピネットか
ら団体情報、イベント情報
等の様々な情報発信がで
きている
・ピッピネット及びNPOの更
なる周知が必要

・ピッピネットの継続的な情
報発信の充実
・ネット広告等を活用した
ピッピネットの周知

・ピッピネット、広報誌（年３
回）、SNS等を通じて、NPO
の情報を発信

社会貢献活動の周
知の取組は十分で
なく、マスメディア
やソーシャルメディ
アを活用した取組
が必要

ＮＰＯセンター

③
大学とＮＰ
Ｏセンター
の連携によ
る地域課題
の解決

ＮＰＯセンターと大学との情報共
有を定期的に行い、社会貢献活
動団体や、各地域の課題に関す
る情報を共有することで、社会貢
献活動団体と他の関係団体（事
業者、市町村等）とのマッチング
を進め、地域の課題解決に努め
ます。

・大学とＮＰＯセンター
の定期的な情報共有

大学とNPOセンターで
定期的に情報共有す
る場を設け、解決すべ
き地域課題やその方
法について協議する。

・高知大学えんむすび隊の受
入NPOのコーディネートを実
施（５団体）
・大学生と考えるNPO運営
ワークショップの開催
　６月２３日、８月２４日

△　概ね取組目
標どおり

・えんむすび隊のNPOの受
入を通じて大学とNPOとの
マッチングを実施することが
できた
・大学とNPOセンターのそ
れぞれの強みを活かした連
携を行うことが必要

・・大学とNPOセンターのそ
れぞれの強みを活かした連
携方法の検討

・高知大学えんむすび隊の
受入NPOのコーディネート
を実施

高知大学えんむす
び隊の受入などを
通じた大学との連
携は進んでいる
が、大学とNPOセン
ターのそれぞれの
強みを活かした連
携方法を検討して
いくことが必要

ＮＰＯセンター

大学

　
３
　
研
修
・
広
報
・
大
学
と
の
連
携
等

・ＮＰＯ法人の増加
[R5：370法人]
(H29：332法人)

・社会貢献活動団
体と地域活動の
マッチング
［年５件］
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実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

取組の内容
実施内容

（計画上の記載）
具体的な取組内容 実施状況

取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

①
大学とＮＰ
Ｏセンター
の連携によ
る地域課題
の解決
（再掲）

ＮＰＯセンターと大学との情報共
有を定期的に行い、社会貢献活
動団体や、各地域の課題に関す
る情報を共有することで、社会貢
献活動団体と他の関係団体（事
業者、市町村等）とのマッチング
を進め、地域の課題解決に努め
ます。

・大学とＮＰＯセンター
の定期的な情報共有
（再掲）

大学とNPOセンターで
定期的に情報共有す
る場を設け、解決すべ
き地域課題やその方
法について協議する。

・高知大学えんむすび隊の受
入NPOのコーディネートを実
施（５団体）
・大学生と考えるNPO運営
ワークショップの開催
　６月２３日、８月２４日

△　概ね取組
目標どおり

・えんむすび隊のNPOの受
入を通じて大学とNPOとの
マッチングを実施することが
できた
・大学とNPOセンターのそ
れぞれの強みを活かした連
携を行うことが必要

・・大学とNPOセンターのそ
れぞれの強みを活かした連
携方法の検討

・高知大学えんむすび隊
の受入NPOのコーディ
ネートを実施

高知大学えんむす
び隊の受入などを
通じた大学との連
携は進んでいる
が、大学とNPOセン
ターのそれぞれの
強みを活かした連
携方法を検討して
いくことが必要

ＮＰＯセンター

大学

②
教育・研究
機関と連携
した次世代
の担い手育
成
（再掲）

ＮＰＯセンターは、これまで高校
生や大学生を対象としたナツボ
ラを実施し、社会貢献活動の普
及に努めてきました。
今後も、教育・研究機関（高校や
大学など）を通じて、ナツボラを
周知することにより、社会貢献活
動に気軽に参加できる気風をつ
くります。

・教育・研究機関を通
じたナツボラの周知
（再掲）

高校、大学などを通じ
てナツボラの周知を行
い、これまで以上に参
加者を増やす。

【NPOセンター】
・ナツボラの実施
　受入団体：62団体
　プログラム数：70事業
　のべ参加者数：990名

【私学・大学支援課】
高知県立大学及び高知工科
大学において、学生が自由に
落ち帰ることができる各種刊
行物配布用の棚にナツボラの
冊子を置き、周知に協力し
た。

【高等学校課】
・県社会福祉協議会を通じて
送られるナツボラについて、
各校に対して生徒への周知
を依頼した。

【NPOセン
ター】
○　取組目標
どおり

【私学・大学支
援課】
周知：○
参加者増：評
価不能

【高等学校課】
△　概ね取組
目標どおり

【NPOセンター】
・新型コロナウイルス感染拡大
の影響により、受入中止とする
団体も多く見られたが、昨年度
以上に参加者、受入事業とも増
加した。
・受入団体の無い市町村に、受
け入れ拡大を図ることが必要

【私学・大学支援課】
ボランティア活動に興味がある
学生にとっては、県内にどのよう
な活動があるのかを知る手がか
りとなる。

【高等学校課】
・感染症等の影響がありながら
も、ナツボラをきっかけとしたボ
ランティア活動への参加希望者
が増えている。

【NPOセンター】
・受入団体及び市町村の拡
大
・受入団体のボランティア
コーディネーションの知識と
ノウハウの習得支援

【私学・大学支援課】
特になし

【高等学校課】
・家庭科・看護科・福祉科と
もに、地域社会での共生を
取り上げる分野があり、３教
科の教員とともに、どのよう
にして生徒に自分事として
捉えさせられるか考えてい
きたい。

【NPOセンター】
・ナツボラの実施
　７月２０日～８月３１日予
定
　受入団体：　８３団体
　プログラム数：　９７事業

【私学・大学支援課】
引き続き、学生が自由に
持ち帰ることができる各種
刊行物配布用の棚にナ
ツボラの冊子を置き、周
知に協力する。

【高等学校課】
・県社会福祉協議会を通
じて送られるナツボラにつ
いて、各校に対して生徒
への周知を依頼した。

【NPOセンター】
新型コロナウイルス
の感染が落ちつく中
で、徐々に参加者が
増大。県各課や大学
と連携した継続的な
取組が必要

【私学・大学支援課】
周知：○
参加者増：評価不能

【高等学校課】
・ナツボラをきっかけ
に、ボランティア活動
への参加希望者が
増えているが、希望
先が集中し、実際の
活動につながってい
ないこともある。

ＮＰＯセンター

県（私学・大学支
援課、高等学校

課）

大学

①
事業者と社
会貢献活動
団体との連
携を推進

ＮＰＯセンターは、事業者のニー
ズに応じた社会貢献活動団体の
情報や連携事例を紹介するな
ど、広報を充実します。

・事業者に社会貢献活
動団体の情報や連携
事例の紹介

・広報パンフレットを作
成し、経営団体等を通
じて事業者等に社会
貢献活動を周知する。

・ピッピネットを活用し、
社会貢献活動につい
て適宜情報発信を行
う。

・ピッピネットをリニュー
アルする。

・ピッピネット、広報誌（年３
回）、SNS等を通じて、NPOの
情報を発信

△　概ね取組
目標どおり

・経営者団体に定期的に情
報提供を行うルートを構築
することが必要
・ボランティア・NPO総合情
報サイトとしてピッピネットか
ら団体情報、イベント情報
等の様々な情報発信がで
きている
・ピッピネット及びNPOの更
なる周知が必要

・県と連携し、経営者団体
への広報ルートの検討を実
施
・ピッピネットの継続的な情
報発信の充実
・ネット広告等を活用した
ピッピネットの周知

・経営者団体が必要する
社会貢献活動に関する
情報を内容を検討
・ピッピネット、広報誌（年
３回）、SNS等を通じて、
NPOの情報を発信

経営者団体が必要
する社会貢献活動
に関する情報を内
容を検討し、経営
者団体への広報
ツールの検討や
ルートの確立が必
要

ＮＰＯセンター

・市町村と社会貢献活
動団体の意見交換会
の開催

年１回、市町村職員と
ＮＰＯとの意見交換会
の実施。

・「行政・ＮＰＯ協働推進セミ
ナー」（ＮＰＯセンターと共催）
への参加を促すため、市町村
担当者会とセットで開催すると
ともに、県職員へもセミナー参
加の周知を行った。

×　取組目標
どおり取り組め
ていない

・市町村担当者会は参加自
治体が少なく、開催中止を
判断した。
・協働セミナーも13名の参
加にとどまった。

より多くの市町村職員に参
加してもらえるような工夫が
必要。

引き続きＮＰＯセンターと
の共催で「行政・ＮＰＯ協
働推進セミナー」を開催
予定。

市町村がＮＰＯ法
人等と協働してい
る県内の好事例等
を共有することで、
市町村間で濃淡は
あるものの協働検
討が進んだ。

県（県民生活課）

・市町村から住民への
社会貢献活動の情報
提供

・年１回、ＮＰＯが活用
できる市町村の補助金
等及び公共施設の情
報の県ＨＰへの掲載。

・必要に応じた市町村
への社会貢献活動に
係る情報提供。

・ＮＰＯが活用できる市町村の
補助金等や利用可能な公共
施設の情報を照会・取りまと
めのうえ、県ＨＰに掲載してＮ
ＰＯ法人等へ情報提供。
・新規法人や定款変更（活動
分野の変更）、ＮＰＯセンター
の研修やイベントなどの情報
を定期的に市町村へメールで
情報提供。

○　取組目標
どおり

・ＮＰＯが活用できる市町村
の補助金等や利用可能な
公共施設の情報を取りまと
めて県ＨＰに掲載し、ＮＰＯ
法人等へ情報提供。
・新規法人や定款変更（活
動分野の変更）、ＮＰＯセン
ターの研修やイベントなど
の情報を定期的に市町村
へメールで情報提供。

継続して取組を実施。

・ＮＰＯが活用できる市町
村の補助金等や利用可
能な公共施設の情報を取
りまとめて県ＨＰに掲載
し、ＮＰＯ法人等へ情報
提供。
・新規法人や定款変更
（活動分野の変更）、ＮＰ
Ｏセンターの研修やイベ
ントなどの情報を定期的
に市町村へメールで情報
提供。

ＮＰＯへ市町村の
情報を提供するこ
とで、ＮＰＯと市町
村との協働の一助
となったが、市町村
によってはＮＰＯに
対する理解が十分
でないところもあ
る。

県（県民生活課）

ＮＰＯセンター…高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

令和４年度 令和５年６月末時点

行　動　計　画　（Ｐ） 評価　（Ｃ）実
施
項
目

取組目標
令和５年度の取組実績と

今後の予定
成果目標
（令和５年度）

成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　
１
　
教
育
・
研
究
機
関
と
の
連
携

・社会貢献活動団
体と地域活動の
マッチング
［年５件］

・ナツボラの参加高
校15校、参加者延
べ1,200人
(H29：９校、延べ
920人)

　
２
　
事
業
者
、
行
政
等
と
の
連
携

・社会貢献活動団
体と連携している
又は社会貢献活動
を行っている事業
者が20％増加

・市町村の70％が
社会貢献活動団体
と協働している
(H28：63.3％)②

市町村と社
会貢献活動
団体との協
働を推進

県は、他地域の協働事例の紹介
や、意見交換会の開催、地域の
様々な主体が協議する場を設け
るなど、市町村と連携を図りま
す。
また、市町村の住民が、地域の
社会貢献活動に参加しやすくな
るよう、市町村による情報提供の
充実に取り組みます。

　　基本方針Ⅱ　社会貢献活動団体と関係団体の連携
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実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

取組の内容
実施内容

（計画上の記載）
具体的な取組内容 実施状況

取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

ＮＰＯセンター…高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

令和４年度 令和５年６月末時点

行　動　計　画　（Ｐ） 評価　（Ｃ）実
施
項
目

取組目標
令和５年度の取組実績と

今後の予定
成果目標
（令和５年度）

成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　　基本方針Ⅱ　社会貢献活動団体と関係団体の連携

③
地域支援企
画員を中心
とした連携

それぞれの地域で活動している
地域支援企画員が中心となり、
市町村や社会貢献活動団体、
地域事業者との連携を進めま
す。

・地域支援企画員を中
心とした市町村、社会
貢献活動団体、地域
の事業者との連携を推
進

毎月１回、地域支援企
画員への情報提供。

毎月１回、地域支援企画員へ
の情報提供。

○　取組目標
どおり

毎月１回を目標に、地域支
援企画員へ情報提供を
行った。（提供する情報が
ない月を除き）

継続して取組を実施。

地域支援企画員に対し、
新規法人や定款変更（活
動分野の変更）、ＮＰＯセ
ンターの研修情報等、地
域支援企画員の活動
フィールドで役立つ情報
をメールで情報提供。

地域支援企画員に
ＮＰＯ情報を提供し
てきたが、どの程度
活用されているか
不明で、効果を検
証する必要がある。

県（県民生活課）

・県職員のＮＰＯへの
短期派遣研修の実施

年間10名程度の職員
をＮＰＯへ派遣

５団体へ６名の県職員を派
遣。

△　概ね取組
目標どおり

取組目標の10名程度の派
遣には達していないが、受
入れ団体として新たに応募
してくれた法人があった。

引き続き、県職員に研修参
加を呼びかけていく。

４団体に対し、５名の県職
員を派遣予定。

研修に参加した県
職員からはＮＰＯに
対する理解が進ん
だと好評であるが、
一部の県職員のみ
の研修参加にとど
まっている。

県（県民生活課）

・ＮＰＯの活動情報の
提供、協働事例の紹
介

毎月１回、地域支援企
画員への情報提供。
（再掲）

毎月１回、県職員（地域支援
企画員を含む。）への情報提
供。

○　取組目標
どおり

毎月１回を目標に、県職員
（地域支援企画員を含
む。）へ情報提供を行った。
（提供する情報がない月を
除き）

継続して取組を実施。

引き続き実施し、県職員
が地域のＮＰＯと事業の
協働を考える一助となる
よう情報提供を行う。

地域支援企画員を
含む県職員にＮＰ
Ｏ情報を提供して
きたが、どの程度活
用されているか不
明で、効果を検証
する必要がある。

県（県民生活課）

　
２
　
事
業
者
、
行
政
等
と
の
連
携

・社会貢献活動団
体と連携している
又は社会貢献活動
を行っている事業
者が20％増加

・市町村の70％が
社会貢献活動団体
と協働している
(H28：63.3％)

④
県職員のた
めの研修等
の実施

県職員のＮＰＯに対する理解を
深めるため、県内のＮＰＯへの職
員の短期派遣研修や団体の活
動情報の提供、協働事例の紹介
等を実施します。
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実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

取組の内容
実施内容

（計画上の記載）
具体的な取組内容 実施状況

取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

①
地縁団体と
ＮＰＯとの
相互理解の
推進

ＮＰＯセンターは、地域の活性化
に取り組む地縁団体と、福祉や
まちづくり、環境など専門的ノウ
ハウを持ったＮＰＯとの相互理解
と交流が進むよう、大学等と連携
し、情報提供を行います。

・大学等との連携によ
る情報提供

こうちNPOフォーラムを
開催するとともに、大
学等と連携して学生の
フォーラムへの参加を
促す。

・こうちNPOフォーラム2022
の開催
　12月10日　９６名参加
テーマ「カケルオモイ～オ
モイをつなげて地域のチカ
ラに～」
*NPO関係者による実行委
員会を開催

○　取組目標
どおり

・オンライン配信により遠
方からの参加があり、今後
の広がりにつながった
・若い世代（学生）の参加
が増えた
・NPO法人関係者の参加
を増加させることが必要

・NPO関係者の交流の
場、若い世代を含めた裾
野を広げる場として継続し
て企画及び参加呼びかけ
を行う

・12月９日の開催に向けて
実行委員会を開催

NPOフォーラムに
学生などの若い世
代の参加一定でき
ているが、NPOの
相互理解や交流が
進むように継続的
に取り組んでいくこ
とが必要

ＮＰＯセンター

大学

【中山間地域対策課】
集落活動センターの設
置・立ち上げ支援
（R6：80箇所）

【中山間地域対策課】
集落活動センターの設立、
立ち上げに対する支援とし
て、集落活動センター推進
事業費補助金による支援、
アドバイザーの派遣や広報
活動を実施

×　取組目標
どおり取り組
めていない

【中山間地域対策課】
・集落活動センター開設
数：65箇所（R5年3月末現
在）
・集落活動センターの新
規開設が頭打ち
・コロナ禍により、既存の
集落活動センターの活動
が中断・停滞

【中山間地域対策課】
・集落活動センターの新
規立ち上げに向けて市町
村へアドバイザーを派遣
・コロナ禍により停滞・縮
小した活動の再始動を支
援
・集落活動センターと大学
との連携を支援

【中山間地域対策課】
5月末時点：66箇所
・集落活動センターの新
規立ち上げに係るアドバ
イザーと地域本部との協
議を実施（2回）
・再始動支援：集落活動
センターへ要望調査を行
い17件交付決定
・大学との連携：集落活動
センターへの要望調査に
より、28箇所から希望があ
り、7月から実施を予定

【中山間地域対策
課】
成果
H31：59箇所→R5：
66箇所
課題
・コロナ禍による地
域活動の停滞など
により、近年、新た
な集落活動セン
ターの開設数が頭
打ち
・既存の集落活動
センターにおいて
も、コロナ禍により
活動が中断、停滞
している。

【子ども・子育て支援
課】
子ども食堂の開設準
備講座を県内５会場で
開催する。
子ども食堂支援事業
費補助金を交付し、開
設経費、運営経費を支
援する。

【子ども家庭課】
・感染防止のため開設準備
講座の開催を中止し、個別
相談で対応した。
・物価高騰対策として子ど
も食堂支援事業費補助金
の運営経費、感染症対策
経費、広報経費の補助単
価を増額した。(補助金利
用団体44箇所)

△　概ね取組
目標どおり

【子ども家庭課】
・R４年度は新たに12箇所
の子ども食堂が開設。(子
ども食堂開設数(R５.3月
末)102箇所)
・多くの子ども食堂が感染
症の影響で活動を休止し
ていたが、R5.1月末時点
で約7割の食堂が活動を
再開した。
・子ども食堂における新し
い生活様式に沿った取組
の支援が求められる。

【子ども家庭課】
子ども食堂の立ち上げか
ら運営まで相談に応じる
ほか、新しい生活様式に
合わせ、感染症対策を十
分に行った上で開催でき
るよう支援を行う。

【子ども家庭課】
・R５年度においても、新
型コロナ感染症感染防止
対策として、開設の意向
がある方には個別相談に
より対応している。また、食
堂に取り組む人、団体の
増加及び協力者のネット
ワーク拡大に向けた「子ど
も食堂シンポジウム」を開
催する。
・R５年6月末現在で3箇所
の食堂が新たに開設し
た。(補助金利用42団体48
箇所)
・食堂事業の継続を図る
為、運営経費の補助単価
を増額した。

【子ども家庭課】
・子ども食堂開設数
(R4：102箇所)
・食堂開設準備講
座は中止している
が、個別相談対応
により箇所数は増
加傾向にある。
・引き続き開設支援
に向けた補助金の
交付及び、あった
かふれあいセン
ター、社会福祉協
議会等での開設に
向けた支援を行っ
ていく。

③
ＮＰＯのコ
ミュニティ
ビジネスへ
の参入支援

県は、中山間地域において、コ
ミュニティビジネスによる利益が
地域に還元され、地域の経済活
性化とコミュニティの再生につな
がるよう支援します。

・中山間地域の活性化
につながるＮＰＯのコ
ミュニティビジネスへの
参入支援

起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）

起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）

○　取組目標
どおり

ビジネスの基礎知識から
応用・実践力まで、受講者
のニーズやレベルに応じ
て学ぶことのできる「土佐
まるごとビジネスアカデ
ミー」及び、起業に関する
セミナー・プログラム「こう
ちスタートアップパーク」を
実施し、ビジネスプランの
磨き上げを中心に、様々
な知識の習得につなげ
た。

受講環境の変化や受講
者ニーズを踏まえたカリ
キュラムの再編、コンテン
ツの充実を図る。

起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）

―
県（産学官民連
携課）

ＮＰＯセンター…高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

令和４年度 令和５年６月末時点

行　動　計　画　（Ｐ） 評価　（Ｃ）実
施
項
目

取組目標
令和５年度の取組実績と

今後の予定
成果目標
（令和５年度）

成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　
１
　
地
域
の
課
題
解
決
に
つ
な
が
る
取
組

・集落活動センター
の増加
[R5：73箇所]
(H29：44箇所)

・子ども食堂の増加
[R１：120箇所]
(H29：52箇所)

②
新たな地域
コミュニ
ティの拠点
づくり

県は、集落活動センターや子ど
も食堂を中心とした、地縁団体、
ＮＰＯ、市町村などの相互連携
の取組を支援します。
また、集落活動センターや子ども
食堂の立ち上げや運営を支援し
ます。

・集落活動センターや
子ども食堂の立ち上げ
支援

県（中山間地域
対策課、子ども
家庭課）

　　基本方針Ⅲ　地域における社会貢献活動の推進
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実行　（Ｄ） 改善　（Ａ）

取組の内容
実施内容

（計画上の記載）
具体的な取組内容 実施状況

取組目標に
対する評価

成果及び課題 今後の取組

ＮＰＯセンター…高知県ボランティア・ＮＰＯセンター

令和４年度 令和５年６月末時点

行　動　計　画　（Ｐ） 評価　（Ｃ）実
施
項
目

取組目標
令和５年度の取組実績と

今後の予定
成果目標
（令和５年度）

成果目標に対する
これまでの取組評
価（成果と課題）

実施
主体

　　基本方針Ⅲ　地域における社会貢献活動の推進

④
ＮＰＯのコ
ミュニティ
ビジネスの
活動支援

県は、継続的なコミュニティビジ
ネスを支援し、生活基盤の確保
や地域における就業機会・雇用
の創出を図ります。

・生活基盤の確保と就
業機会・雇用の創出を
図るためのコミュニティ
ビジネスを支援

【中山間地域対策課】
アドバイザーの派遣や
助成などにより、地域
アクションプランのすそ
野を広げる
【産学官民連携課】
起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）
（再掲）

起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）

○　取組目標
どおり

ビジネスの基礎知識から
応用・実践力まで、受講者
のニーズやレベルに応じ
て学ぶことのできる「土佐
まるごとビジネスアカデ
ミー」及び、起業に関する
セミナー・プログラム「こう
ちスタートアップパーク」を
実施し、ビジネスプランの
磨き上げを中心に、様々
な知識の習得につなげ
た。

受講環境の変化や受講
者ニーズを踏まえたカリ
キュラムの再編、コンテン
ツの充実を図る。

起業に関する講座等
の開催（土佐まるごとﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ等）

―

県（中山間地域
対策課、産学官
民連携課）

①
災害ボラン
ティアと連
携できるＮ
ＰＯの育成

県とＮＰＯセンターは、ＮＰＯの専
門性（高齢者の介護支援、カウ
ンセリング、まちづくり計画等）を
活かした取組に加えて、災害ボ
ランティアセンターと連携し、地
域外から支援に来るボランティア
等の力を効果的に活用し、被災
地の復興を支援する等、災害時
に機能を発揮できるＮＰＯを育成
します。

・災害時に機能を発揮
できるＮＰＯの育成

・災害時の活動に関す
る意識啓発・研修の充
実【各研修・講座年1回
開催】
・災害ボランティアセン
ターの模擬訓練（立
上・運営）
【年2カ所開催】

・災害ボランティアセンター
運営基礎研修
　９月８日　６１名
・災害ボランティアセンター
中核スタッフ研修
　１１月１４日　２３名
・災害ボランティアセンター
所長予定者会議
　２月２０日　４０名

○　取組目標
どおり

・災害ボランティアセン
ター運営基礎研修には
NPOの参加もあり、県内の
災害対策に係る人材育成
を進めることができた
・災害ボランティアセン
ターを設置・運営する市
町村社協とNPO、地域関
係団体との連携強化が必
要

・継続して体系的な研修
及び市町村単位の体制
づくり等を通じ、市町村社
協、NPO、地域関係団体
との連携促進が必要

・災害ボランティアセン
ター運営基礎研修　９月
開催予定
・災害ボランティアセン
ター中核スタッフ研修
　１１月開催予定
・災害ボランティアセン
ター所長予定者会議
　２月開催

地域外から支援に
来るボランティア等
の力を効果的に活
用できりょうに災害
ボランティアセン
ターの体制づくりや
体系的な研修は実
施できており、継続
的な取組が必要

ＮＰＯセンター

②
行政・ＮＰ
Ｏ・事業者
など関係機
関による
ネットワー
クづくり

ＮＰＯセンターは、災害時におい
て、スムーズな災害支援協力体
制が行われるように、平常時から
地域の防災組織等との交流を図
り、お互いの役割を確認するな
ど、ネットワークの構築を図りま
す。

・平常時から地域の
ネットワークを構築

・災害ボランティア活動
支援本部ネットワーク
会議の開催
【年1回開催】

・高知県災害ボランティア
活動支援本部ネットワーク
会議の開催
　１１月２９日開催　1４団体
で構成

○　取組目標
どおり

・災害に備え、県域の関
係団体との顔合わせ、情
報交換の場を設けること
ができている
・連携の具体化及び県外
支援等の受援体制を強化
していくことが必要

・各団体との連携方法の
具体化
・県外支援の受援体制の
強化

・高知県災害ボランティア
活動支援本部ネットワーク
会議の開催　１１月開催予
定

高知県災害ボラン
ティア活動支援本
部ネットワーク会議
の参加メンバーは
拡大しているが、継
続的に連携を拡大
していくことが必要

ＮＰＯセンター

③
災害時にお
ける活動拠
点の確保

ＮＰＯセンターは、支援活動がス
ムーズに行われるよう、市町村に
おける災害ボランティアとの連携
や、県内外のＮＰＯの受け入れ
体制の整備を支援します。

・市町村における災害
ボランティアとの連携
や、ＮＰＯの受け入れ
体制の整備を支援

【災害ボランティアセン
ターの体制強化】

・市町村社協による災害ボ
ランティアセンター体制強
化を個別支援

△　概ね取組
目標どおり

・市町村単位で災害ボラ
ンティアセンターが円滑に
設置・運営されるよう、体
制強化を支援できている
・研修や個別支援の通じ
て、継続して体制づくりを
進めるよう支援

・研修や個別支援を通じ
て、継続して体制づくりを
進めるよう支援

・市町村社協による災害
ボランティアセンター体制
強化を個別支援

研修や個別支援を
通じて、継続して体
制づくりを進めるよ
う支援できている
が、体制づくりが維
持できるように継続
的な取組が必要

ＮＰＯセンター

　
２
　
災
害
時
に
お
け
る
取
組

・災害に取り組んで
いるＮＰＯ法人の割
合
[R5：80％]
(H29：72.1％)
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